
令和２年 11 月 16 日 

 

 魚沼市議会議長 遠 藤 徳 一 様 

 

                      議会運営委員会 

                       委員長 佐 藤   肇 

 

議会運営委員会調査報告書 

 

 本委員会は、所管事務について下記のとおり調査したので、魚沼市議会会議規則

第 110 条の規定により報告します。 

 

                   記 

 

１ 調査事件名 （１）令和２年第４回魚沼市議会臨時会について 

（２）その他 

 

２ 調査の経過  11 月 16 日、委員会を開催し、上記案件について協議した。 

令和２年第４回魚沼市議会臨時会の日程について、招集期日は

市長提案のとおり 11 月 24 日とし、会期は１日間とした。 

審議予定の付議事件及びその取扱い等については、別紙「令和

２年第４回魚沼市議会臨時会付議事件一覧」のとおりとした。 

また、令和２年第４回魚沼市議会臨時会では、各委員会報告は

行わないこととした。 

その他で、令和２年度第２回市民の声を聞く会の意見・要望等

については、次回の議会運営委員会で協議することとした。 
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議会運営委員会会議録 
 

１ 調査事件 

（１）令和２年第４回魚沼市議会臨時会について 

（２）その他 

 

２ 日  時  令和２年 11 月 16 日 午後１時 30 分 

 

３ 場  所  本庁舎３階 委員会室 

 

４ 出席委員  大桃俊彦、大平恭児、佐藤敏雄、渡辺一美、佐藤 肇、高野甲子雄、 

本田 篤、(遠藤徳一議長) 

 

５ 欠席委員  なし 

 

６ 説 明 員   佐藤市長、森山総務政策部長 

 

７ 書  記  佐藤議会事務局長、磯部議会事務局次長 

 

８ 経  過 

 

開  会（13：30） 

 

佐藤（肇）委員長  定足数に達しておりますので、ただいまから議会運営委員会を開会しま

す。これから議事に入ります。 

 

（１）令和２年第４回魚沼市議会臨時会について 

 

佐藤（肇）委員長  日程第１、令和２年第４回魚沼市議会臨時会についてを議題といたしま

す。（１）招集期日について、執行部から説明を求めます。 

佐藤市長  招集期日につきましては、11 月 24 日でお願いしたいと思います。 

佐藤（肇）委員長  ただいま説明があった招集期日について、11 月 24 日でご異議ございま

せんか。（異議なし）異議なしと認めます。したがって、招集期日については、説明のと

おり 11 月 24 日と決定いたしました。 

次に、（２）付議事件について、執行部から説明を求めます。 

佐藤市長  詳細につきましては、総務政策部長から説明させますのでよろしくお願いいたし

ます。 

森山総務政策部長  それでは、市長の提出事件についてご説明申し上げます。 

   ３件ございますが、事件番号１番、魚沼市職員の給与に関する条例の一部改正について、

事件番号２番、魚沼市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正について、及
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び事件番号３番、魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正に

ついての３件は、いずれも本年 10 月 23 日に出された新潟県人事委員会勧告に基づき、特

別職及び会計年度任用職員を含む市職員の期末勤勉手当を引き下げるための条例改正を

お願いするものであります。なお、この条例改正に係る予算につきましては、今回給与引

き下げということでありますので、既決の予算内で対応することとしたいと考えておりま

すので、併せてよろしくお願い申し上げます。 

佐藤（肇）委員長  説明が終わりましたので、これから質疑を受けたいと思います。質疑は

ございませんか。（なし）ないようですので、これで質疑を終結いたします。ただいま説

明があった市長提出事件については、これを受けることにしたいと思います。ご異議あり

ませんか。（異議なし）異議なしと認めます。よって、市長提出事件については、これを

受けることに決定いたしました。 

次に、議長受付事件について、議会事務局長から説明を求めます。 

佐藤議会事務局長  議長の提出・受付事件についてご説明いたします。お手元の配付資料を

御覧ください。 

   事件番号１、魚沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につき

ましては、特別職の職員の期末手当の支給月数の改定に準じ、議員の期末手当の支給月数

の改定を行うものでございます。 

佐藤（肇）委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けたいと思います。ただいまの説明

について質疑はございませんか。（なし）質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたし

ます。お諮りいたします。議長受付事件については、これを受けることにしたいと思いま

す。ご異議ございませんか。（異議なし）異議なしと認めます。したがって、議長受付事

件については、受けることに決定いたしました。 

次に、（３）付議事件の取扱いについて、ご審議願います。ア、イについて説明を求め

ます。 

佐藤議会事務局長  （別紙「令和２年第４回魚沼市議会臨時会付議事件一覧」の取扱（案）

により説明） 

佐藤（肇）委員長  説明が終わりました。ただいま説明があった付議事件の取扱いについて、

質疑はありませんか。 

本田委員  提案、即決ということではございますけれども、魚沼市議会の委員会重視の原則

もございます。そういったところの判断というのは、なされたのか、なされていないのか

というところを取扱いの案を立てた方にお聞きしたいと思います。本来は委員会の付託で

すべきではないかという質問です。 

佐藤議会事務局長  委員おっしゃるように、本来は委員会に付託ということで、検討の中で

はその日のうちに委員会もということも考えましたけれども、内容を考えたときに、これ

はあくまで、先ほど総務政策部長のほうから説明があったように県の人勧に準じてという

ことで形式を踏むだけになる可能性もあるということで、このような取扱いにさせていた

だきました。 

本田委員  私もいつも形が大事だと言っていますけども、形式的になるのはたしかにいかが

なものかと思いますので、今回は提案、即決でいいと思いますけども、また今後、常に委

員会重視という原理原則だけは守っていただきたい、意識していただきたいと思っていま
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すので、よろしくお願いします。 

佐藤（肇）委員長  ほかにございませんか。（なし）質疑なしと認めます。これで質疑を終

結いたします。お諮りいたします。付議事件の取扱いについては、議会事務局長の説明の

とおりの取扱い案でよろしいでしょうか。（異議なし）異議なしと認めます。よって、そ

のように決定いたしました。 

次に、（４）会期について、ご審議願います。議会事務局長に説明を求めます。 

佐藤議会事務局長  会期につきましては、付議事件を勘案して 11 月 24 日の１日間とさせて

いただきたいとするものです。 

佐藤（肇）委員長  ただいまの説明のとおり、会期は 11 月 24 日の１日間とすることでご異

議ございませんか。（異議なし）異議なしと認めます。よって、会期は 11 月 24 日の１日

間とすることに決定いたしました。 

次に、（５）その他について、ご審議願います。委員の皆様から協議事項等ございませ

んか。（なし）執行部から協議、報告等はございませんか。 

佐藤市長  ありません。 

佐藤（肇）委員長  ないようですので、事務局長お願いします。 

佐藤議会事務局長  今回は臨時会でありますので、臨時会では議長報告における各委員会報

告については行わず、次の定例会において委員会報告を行うという取扱いを従来から行っ

ております。今回についても、そのような取扱いをするということでよろしいか協議を求

めます。 

佐藤（肇）委員長  ただいまの説明について、質疑はございませんか。（なし）質疑なしと

認めます。これで質疑を終結いたします。お諮りいたします。ただいま説明があった、議

長報告における各委員会報告は、今回の臨時会では行わず、定例会で行うということで、

ご異議ございませんか。（異議なし）異議なしと認めます。よって、今回の臨時会では、

議長報告における各委員会報告はしないことに決しました。 

   この後の日程は、主に議会内部の調整等になりますので、ここで執行部から報告、協議

事項等があればそれを先に行い、なければ、これで執行部からは退席願いたいと思います

が、ご異議ございませんか。（異議なし）異議なしと認めます。それでは、執行部から協

議事項等はございませんか。 

佐藤市長  ありません。 

佐藤（肇）委員長  委員の皆さんからございませんか。 

渡辺委員  この議案につきましては、いつ配付になりますでしょうか。 

佐藤議会事務局長  20日の予定です。 

佐藤（肇）委員長  ほかにありませんか。（なし）ないようですので、これで執行部からは

退席いただきます。 

   しばらくの間、休憩といたします。 

 

  休  憩（13：42） 

 

  執行部退席 
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  再  開（13：42） 

 

佐藤（肇）委員長  休憩を解き、会議を再開いたします。 

 

（２）その他 

 

佐藤（肇）委員長  日程第２、その他を議題といたします。 

まず、最初に 10 月 29 日に開催をしました市民の声を聞く会についてであります。市民

の声を聞く会でいただきました意見等につきまして、会議記録とアンケートについて資料

を配付させていただいております。今後の取扱い等については、本来ならばこの委員会で

意見・要望の取扱い区分や担当委員会を振り分ける作業をさせていただいているんですが、

今回、本日の委員会がイレギュラーな形での開催であります。日程的に資料等の調整が間

に合っておりませんでしたので、本日お配りをさせていただいた資料についてだけ報告を

させていただきたいと思います。 

本日、配付をさせていただいた議会報告会の別紙資料について申し上げます。未定稿と

いうことになっておりますが、これは記録係をしていただきました星議員から作成いただ

いたものを、若干訂正を加えた中身で出させていただいております。意見等につきまして、

回答いただいたもの等もかなりあるわけなんですが、まだきちんと整理がついておりませ

んので、こういう状況での本日の報告にさせていただきます。なお、各常任委員長がおら

れますので、それぞれ所管の部分かどうかという辺りを次回の議運までにご確認いただけ

るとありがたいと思います。次に、議会報告会アンケートについては集計がまとまってお

りますので、併せてお配りさせていただきます。この件について、皆さん方何か質疑等あ

りましたら受けたいと思います。ありませんか。（なし）ないようでしたら、本日、この

市民の声を聞く会の資料につきましては持ち帰っていただき、次回の議運のときまでの参

考としていただければと思います。なお、次回の議運には表の形にして、振り分けができ

るような体制にさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

ほかに委員の皆さんから何かございませんか。（なし）ないようですので、本日の会議

録につきましては委員長に一任願います。本日の議会運営委員会はこれで閉会いたします。 

 

  閉  会（13：45） 


